
岩手県告示第856号 

 平成27年10月20日県議会の議決を経た平成27年度岩手県一般会計補正予算（第２号）、平成27年度岩手県母子父子寡婦福祉資金

特別会計補正予算（第１号）、平成27年度岩手県農業改良資金等特別会計補正予算（第１号）、平成27年度岩手県県有林事業特別

会計補正予算（第１号）、平成27年度岩手県林業・木材産業資金特別会計補正予算（第１号）、平成27年度岩手県沿岸漁業改善資

金特別会計補正予算（第１号）、平成27年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算（第１号）及び平成27年度岩手県港湾整備

事業特別会計補正予算（第１号）の要領は、次のとおりである。 

  平成27年10月30日 

岩手県知事 達 増 拓 也  



平成 27 年度岩手県一般会計補正予算（第２号） 

   

  平成 27年度岩手県の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 38,615,541 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,149,936,714 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  （債務負担行為の補正） 

 第２条 債務負担行為の追加及び変更は、「第２表債務負担行為補正」による。 

  （地方債の補正） 

 第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

  

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
5 地 方 交 付 税 315,529,372 1,555,748 317,085,120

1 地 方 交 付 税 315,529,372 1,555,748 317,085,120

7 分 担 金 及 び 負 担 金 3,592,129 52,285 3,644,414

1 分 担 金 502,924 4,379 507,303

2 負 担 金 3,089,205 47,906 3,137,111

8 使 用 料 及 び 手 数 料 7,129,066 1,803 7,130,869

1 使 用 料 4,897,742 1,803 4,899,545

9 国 庫 支 出 金 238,978,926 12,195,773 251,174,699

1 国 庫 負 担 金 140,816,351 5,340,592 146,156,943

2 国 庫 補 助 金 95,312,312 6,811,034 102,123,346

3 委 託 金 2,850,263 44,147 2,894,410

10 財 産 収 入 845,330 157,720 1,003,050

1 財 産 運 用 収 入 246,091 2,399 248,490

2 財 産 売 払 収 入 599,239 155,321 754,560

11 寄 附 金 115,575 340,859 456,434

1 寄 附 金 115,575 340,859 456,434

款 項



12 繰 入 金 120,673,108 4,278,892 124,952,000

1 特 別 会 計 繰 入 金 348,824 △ 8,397 340,427

2 基 金 繰 入 金 120,324,284 4,287,289 124,611,573

13 繰 越 金 1 18,251,144 18,251,145

1 繰 越 金 1 18,251,144 18,251,145

14 諸 収 入 157,373,151 1,194,317 158,567,468

4 貸 付 金 元 利 収 入 131,776,237 61,921 131,838,158

5 受 託 事 業 収 入 3,050,064 653,810 3,703,874

8 雑 入 7,619,840 478,586 8,098,426

15 県 債 73,721,166 587,000 74,308,166

1 県 債 73,721,166 587,000 74,308,166

1,111,321,173 38,615,541 1,149,936,714歳　　　　　　　　　入　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



歳　　　出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
2 総 務 費 31,785,917 18,627,301 50,413,218

1 総 務 管 理 費 11,091,935 13,224,090 24,316,025

2 企 画 費 1,792,935 5,399,200 7,192,135

4 地 域 振 興 費 5,454,497 3,438 5,457,935

6 防 災 費 2,720,309 2,585 2,722,894

7 統 計 調 査 費 959,136 △ 2,709 956,427

8 人 事 委 員 会 費 153,330 697 154,027

3 民 生 費 94,033,937 167,910 94,201,847

1 社 会 福 祉 費 63,787,103 29,421 63,816,524

2 県 民 生 活 費 1,740,119 33,039 1,773,158

3 児 童 福 祉 費 16,974,724 105,450 17,080,174

4 衛 生 費 38,260,258 1,571,890 39,832,148

1 公 衆 衛 生 費 6,279,697 42,588 6,322,285

2 環 境 衛 生 費 13,707,862 455,050 14,162,912

4 医 薬 費 17,020,551 1,074,252 18,094,803

5 労 働 費 14,986,952 5,699,276 20,686,228

1 労 政 費 12,859,082 5,683,294 18,542,376

款 項



2 職 業 訓 練 費 2,007,632 15,982 2,023,614

6 農 林 水 産 業 費 83,458,119 3,494,280 86,952,399

1 農 業 費 16,875,333 161,546 17,036,879

2 畜 産 業 費 5,857,831 191,677 6,049,508

3 農 地 費 23,459,792 398,997 23,858,789

4 林 業 費 15,335,334 995,789 16,331,123

5 水 産 業 費 21,929,829 1,746,271 23,676,100

7 商 工 費 137,405,993 533,652 137,939,645

1 商 工 業 費 136,868,620 493,652 137,362,272

2 観 光 費 537,373 40,000 577,373

8 土 木 費 194,128,544 636,257 194,764,801

1 土 木 管 理 費 6,862,439 6,331 6,868,770

2 道 路 橋 り ょ う 費 97,195,463 189,558 97,385,021

3 河 川 海 岸 費 37,496,341 △ 386,390 37,109,951

4 港 湾 費 19,814,190 390,779 20,204,969

5 都 市 計 画 費 2,545,117 △ 1,188 2,543,929

6 住 宅 費 30,214,994 437,167 30,652,161

9 警 察 費 27,495,343 24,438 27,519,781

1 警 察 管 理 費 24,994,316 42,840 25,037,156



2 警 察 活 動 費 2,501,027 △ 18,402 2,482,625

10 教 育 費 150,435,938 73,804 150,509,742

1 教 育 総 務 費 15,841,174 3,952 15,845,126

4 高 等 学 校 費 35,030,006 27,652 35,057,658

6 社 会 教 育 費 3,512,284 22,466 3,534,750

7 保 健 体 育 費 2,043,542 13,687 2,057,229

8 大 学 費 3,856,373 6,047 3,862,420

11 災 害 復 旧 費 138,692,689 7,786,733 146,479,422

1 庁 舎 等 施 設 災 害 復 旧 費 1,224,111 190,228 1,414,339

3 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 53,485,999 822,608 54,308,607

5 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 68,026,886 6,773,897 74,800,783

1,111,321,173 38,615,541 1,149,936,714歳　　　　　　　　　出　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



第２表　債務負担行為補正

１ 追　　　　加

1 　ラグビーワールドカップ2019開催都市負担金 　平成27年度から平成29年度まで 33,333千円

2 　漁港施設機能強化事業 　平成27年度から平成28年度まで 1,300,000千円

3 　海岸保全施設災害復旧事業 　平成27年度から平成28年度まで 300,000千円

4 　橋りょう補修事業 　平成27年度から平成28年度まで 80,000千円

5 　特定構造物改築事業 　平成27年度から平成28年度まで 150,000千円

6 　港湾災害復旧事業 　平成27年度から平成28年度まで 1,060,000千円

事 項 期 間 限 度 額



２ 変　　　　更

1 　小水力等再生可能エネル
ギー導入推進事業

平成27年度から
平成28年度まで

91,000千円 平成27年度から
平成28年度まで

101,000千円

2 　農用地災害復旧関連区画
整理事業

平成27年度から
平成28年度まで

255,000千円 平成27年度から
平成28年度まで

345,000千円

3 　農地等災害復旧事業 平成27年度から
平成28年度まで

10,000千円 平成27年度から
平成28年度まで

100,000千円

4 　漁港災害復旧事業 平成27年度から
平成29年度まで

29,100,000千円 平成27年度から
平成29年度まで

41,893,000千円

5 　道路環境改善事業 平成27年度から
平成28年度まで

1,165,000千円 平成27年度から
平成28年度まで

1,267,000千円

6 　地域連携道路整備事業 平成27年度から
平成31年度まで

20,272,000千円 平成27年度から
平成31年度まで

33,936,000千円

7 　三陸高潮対策事業 平成27年度から
平成31年度まで

22,558,000千円 平成27年度から
平成31年度まで

25,538,000千円

8 　海岸高潮対策事業（河
川）

平成27年度から
平成30年度まで

5,131,000千円 平成27年度から
平成30年度まで

6,361,000千円

9 　港湾高潮対策事業 平成27年度から
平成28年度まで

7,896,000千円 平成27年度から
平成29年度まで

17,712,000千円

10 　河川等災害復旧事業 平成27年度から
平成30年度まで

31,600,000千円 平成27年度から
平成30年度まで

82,500,000千円

　　港湾高潮対策事業

　　河川等災害復旧事業

　　農地等災害復旧事業

　　漁港災害復旧事業

　　道路環境改善事業

　　地域連携道路整備事業

　　三陸高潮対策事業

　　海岸高潮対策事業（河川）

　　小水力等再生可能エネルギ
　ー導入推進事業

　　農用地災害復旧関連区画整
　理事業

補 正 前 補 正 後 

事 項 事 項 限 度 額 限 度 額 期 間 期 間 



第３表　　地方債補正

１　 追　　　　加

千円
産 業 廃 棄 物 処 理 モ デ ル 事 業 推 進 15,000 　普通貸借又は証券発行。証券発

行の細目は、知事が定める。
　年９％以内（ただし、利率見直し方式で
借り入れる公的資金について、利率の見直
しを行った後においては、当該見直し後の
利率）

　借入先の融資条件による。ただし、財
政の都合により償還年限を短縮し、又は
繰上償還をすることができる。

県 南 家 畜 保 冷 保 管 施 設 整 備 137,000 　　同　　　　　　　　　　上 　　　　同　　　　　　　　　　上 　　　同　　　　　　　　　　上

計 152,000

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 



２ 　変　　　　更

千円 千円
土 地 改 良 事 業 2,836,000 　普通貸借又は証

券発行。証券発行
の細目は、知事が
定める。

　年９％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる
公的資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

　借入先の融資条件によ
る。ただし、財政の都合
により償還年限を短縮
し、又は繰上償還をする
ことができる。

2,878,000 　普通貸借又は証
券発行。証券発行
の細目は、知事が
定める。

　年９％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる
公的資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

　借入先の融資条件によ
る。ただし、財政の都合
により償還年限を短縮
し、又は繰上償還をする
ことができる。

道 路 橋 り ょ う
維 持 事 業

7,594,000 　同　　　　　上 　　同　　　　　　上 　　同　　　　　　上 7,749,000 　同　　　　　上 　　同　　　　　　上 　　同　　　　　　上

河 川 改 良 事 業 3,938,000 　同　　　　　上 　　同　　　　　　上 　　同　　　　　　上 3,981,000 　同　　　　　上 　　同　　　　　　上 　　同　　　　　　上

砂 防 事 業 1,046,000 　同　　　　　上 　　同　　　　　　上 　　同　　　　　　上 1,079,000 　同　　　　　上 　　同　　　　　　上 　　同　　　　　　上

公 営 住 宅 建 設 事 業 4,046,000 　同　　　　　上 　　同　　　　　　上 　　同　　　　　　上 4,197,000 　同　　　　　上 　　同　　　　　　上 　　同　　　　　　上

警 察 施 設 整 備 事 業 121,000 　同　　　　　上 　　同　　　　　　上 　　同　　　　　　上 156,000 　同　　　　　上 　　同　　　　　　上 　　同　　　　　　上

河川等災害復旧事業 1,436,000 　同　　　　　上 　　同　　　　　　上 　　同　　　　　　上 1,783,000 　同　　　　　上 　　同　　　　　　上 　　同　　　　　　上

計 73,721,166 74,308,166

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起 債 の 方 法 起 債 の 方 法 償 還 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 利 率 
起 債 の 目 的 

限 度 額 



平成 27 年度岩手県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第 1 号） 

   

  平成 27年度岩手県の母子父子寡婦福祉資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 302,238 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 618,624 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

   

  

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
2 繰 越 金 78,811 302,238 381,049

1 繰 越 金 78,811 302,238 381,049

316,386 302,238 618,624

款 項

歳　　　　　　　　　入　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



歳　　　出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費 316,386 302,238 618,624

1 貸 付 費 296,966 302,238 599,204

316,386 302,238 618,624

款 項

歳　　　　　　　　　出　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



平成 27 年度岩手県農業改良資金等特別会計補正予算（第１号） 

  

  平成 27年度岩手県の農業改良資金等特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 73,259 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 187,563 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 繰 入 金 966 △ 840 126

1 一 般 会 計 繰 入 金 966 △ 840 126

2 繰 越 金 32,817 74,099 106,916

1 繰 越 金 32,817 74,099 106,916

114,304 73,259 187,563

款 項

歳　　　　　　　　　入　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



歳　　　出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 農 業 改 良 資 金 貸 付 費 38,844 △ 20,986 17,858

1 貸 付 費 38,456 △ 25,193 13,263

2 業 務 費 388 4,207 4,595

2 就 農 支 援 資 金 貸 付 費 75,460 94,245 169,705

1 貸 付 費 74,880 93,427 168,307

2 業 務 費 580 818 1,398

114,304 73,259 187,563

款 項

歳　　　　　　　　　出　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



平成 27 年度岩手県県有林事業特別会計補正予算（第１号） 

  

  平成 27年度岩手県の県有林事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 118,545 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,778,679千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  

 

  

 



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 国 庫 支 出 金 200,398 9,127 209,525

1 国 庫 補 助 金 200,398 9,127 209,525

3 繰 入 金 3,322,456 13,520 3,335,976

1 繰 入 金 3,322,456 13,520 3,335,976

4 繰 越 金 2 32,436 32,438

1 繰 越 金 2 32,436 32,438

5 諸 収 入 137,129 63,462 200,591

1 諸 収 入 137,129 63,462 200,591

3,660,134 118,545 3,778,679

款 項

歳　　　　　　　　　入　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



歳　　　出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 県 有 林 事 業 費 3,650,134 118,545 3,768,679

1 県 有 林 事 業 費 3,650,134 118,545 3,768,679

3,660,134 118,545 3,778,679

款 項

歳　　　　　　　　　出　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



平成 27 年度岩手県林業・木材産業資金特別会計補正予算（第１号） 

  

  平成 27年度岩手県の林業・木材産業資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 19,450 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,341,002 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 繰 入 金 1,598 △ 1,598

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,598 △ 1,598

2 繰 越 金 666,223 21,048 687,271

1 繰 越 金 666,223 21,048 687,271

1,321,552 19,450 1,341,002

款 項

歳　　　　　　　　　入　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



歳　　　出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 林業・木材産業改善資金貸付費 720,614 19,450 740,064

1 貸 付 費 718,654 17,763 736,417

2 業 務 費 1,960 1,687 3,647

1,321,552 19,450 1,341,002

款 項

歳　　　　　　　　　出　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



平成 27 年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号） 

  

  平成 27年度岩手県の沿岸漁業改善資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 19,894 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 918,795 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 繰 入 金 1,237 △ 1,237

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,237 △ 1,237

2 繰 越 金 870,282 21,131 891,413

1 繰 越 金 870,282 21,131 891,413

898,901 19,894 918,795

款 項

歳　　　　　　　　　入　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



歳　　　出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 費 898,901 19,894 918,795

1 貸 付 費 897,661 18,870 916,531

2 業 務 費 1,240 1,024 2,264

898,901 19,894 918,795

款 項

歳　　　　　　　　　出　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



平成 27 年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算（第１号） 

    

  平成 27年度岩手県の中小企業振興資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 660,367 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,497,094千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 繰 入 金 49,972 △ 1,339 48,633

1 一 般 会 計 繰 入 金 49,972 △ 1,339 48,633

2 繰 越 金 4 682,216 682,220

1 繰 越 金 4 682,216 682,220

3 諸 収 入 646,471 △ 20,510 625,961

1 貸 付 金 元 利 収 入 645,910 △ 20,510 625,400

3,836,727 660,367 4,497,094

款 項

歳　　　　　　　　　入　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



歳　　　出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 小規模企業者等設備導入資金貸付費 3,836,727 660,367 4,497,094

1 貸 付 費 3,819,927 657,893 4,477,820

2 貸 付 事 務 費 16,800 2,474 19,274

3,836,727 660,367 4,497,094

款 項

歳　　　　　　　　　出　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



平成 27 年度岩手県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号） 

   

  平成 27年度岩手県の港湾整備事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 270,500 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,172,852千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
3 繰 入 金 2,974,774 270,500 3,245,274

1 一 般 会 計 繰 入 金 2,974,774 270,500 3,245,274

3,902,352 270,500 4,172,852

款 項

歳　　　　　　　　　入　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計



歳　　　出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円
1 事 業 費 2,289,650 270,500 2,560,150

1 港 湾 施 設 整 備 費 2,217,650 270,500 2,488,150

3,902,352 270,500 4,172,852

款 項

歳　　　　　　　　　出　　　　　　　　　合　　　　　　　　　計
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